
平成２３年４月定例教育委員会会議録 

 日      時  平成２３年４月１５日（金）  午後１時３０分～午後３時００分 

 場      所  秦野市役所西庁舎３階会議室 

 出席委員 
 委員長 望月 國男  委員長職務代理者 加藤  剛 

 委 員 髙槗 照江  教育長 内田 賢司 

 欠席委員  なし 

 委員以外 

 の出席者 

教 育 部 長 水野  和成 

教 育 部 参 事 大津  道雄 

教育総務課長 山口   均 

学校教育課長 三竹  芳則 

教育指導課長兼  

教育研究所長 高木 俊樹 

生涯学習課長 横溝  昭次 

図 書 館 長 西野  節 

公民館担当課長  園田    亨 

教育総務課課長補佐(庶務担当) 入野 義郎 

教 育 総 務 課 庶 務 班 川﨑 倫明 

 傍聴者  ２名 

 会議次第  別紙のとおり 

 会議資料  別紙のとおり 

 

望月委員長 ただ今から、４月の定例教育委員会会議を開催いたします。お

手元の会議次第に沿って進めさせていただきます。 

まず、前回の定例会等の会議録の承認についてですが、ご質問・

ご意見等ございましたらお願いいたします。なお、秘密会会議録

についてご質問・ご意見がある場合は、会議終了後事務局に申し

出てください。 

髙槗委員 字句の訂正をお願いします。３月１８日の定例教育委員会の議

事録で、２ページ目の私が話したところで、真ん中よりずっと下

のところです。“栄養教諭が１名担当した”とありますが、“担

当”ではなくて、“誕生”に訂正をお願いします。 

望月委員長 他にいかがでしょうか。 

 ―特になし― 

望月委員長 それでは無いようですので、前回等の会議録を承認いたしま
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す。 

また、「要望書」の提出がございましたので、事前にお配りし

ました資料の中に配布させていただきました。 

  それでは、「教育長報告及び提案」についてお願いいたしま

す。 

内田教育長 それでは、よろしくお願いいたします。教育長報告をさせてい

ただきます。資料に従ってまいりたいと思います。 

 まず、資料１「平成２３年５月の開催行事等について」ご覧い

ただきたいと思います。特にこの中では、５月７日に開催を予定

しております、「いじめを考える児童生徒委員会①」につきまし

ては、全校２２校から２名ずつ、計４４名の児童・生徒が参加を

いたします。いじめ根絶に向けて意見交換を行うものでして、今

年で４年目の事業でございます。時間の都合がつくようでした

ら、ご出席をいただければありがたいと思います。 

 また、５月１５日に本町公民館にて開催をいたします、たけの

こ学級があります。これは全１１回のうちの第１回目ということ

で、開校式ということになります。平成２年から開催しているも

のですが、スポーツ、音楽、手工芸、こうしたもののグループ活

動を予定しておりまして、参加者は６０名を予定しております。

開催行事の主なものは以上でございます。それ以外のものについ

ては記載の通りでございますので、ご覧いただきたいと思いま

す。 

 次の、資料２「平成２２年度末・平成２３年度県費負担教職員

の人事異動について」です。最終的な数字としてご理解をいただ

きたいと思います。 

退職者数は、小中合計で３２名、昨年に比べて７名の減でござ

います。今の予定でいきますと、５年後の定年退職者は増加して

いくという状況です。  

退職者の内訳は、定年退職が１４名、勧奨退職者が１４名、自

己都合が４名ということですが、資料の一覧表を見ていただく

と、３月３１日付け発令の退職の自己都合の小学校が２、中学校

が１となっており、県へ報告をしておりますが、実は、この他に

プラス１で他県転出があり、合計が小学校３、中学校１の合計４

となります。なお、管理職の退職は、校長が２名で、六本木先生

と伏見先生です。 

また、平成２３年度の人事異動の関係ですが、異動の全体数は

１１５名であり、昨年に比べて３５名の減であります。管理職の

昇任は、校長２名、教頭２名ということでございます。なお、新
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採用の教職員は、小学校が２２名、中学校１０名、事務職が２名、

栄養士が１名という状況でございます。 

新採用のうち、県外から６名の採用がありました。北海道、山

口、福島、岐阜です。福島の３名のうち１名の実家が原発の近く

ということで、現在避難されている状況だそうです。 

 兼務発令の関係ですが、拠点校指導員が１名、幼小中一貫教育

が４名、合わせて５名の教員が県教委の承認が得られまして、兼

務ということになりました。人事異動の関係は以上でございま

す。 

 次に、資料３「平成２３年度園児、児童、生徒及び学級数につ

いて」です。２３年度の普通学級の児童数は、８，４２１名、２

６２学級で、前年比２２１名の減であります。特別支援学級児童

数は、１８９名、３５学級で、前年度比２１名の増という状況で

す。 

中学校は、普通学級が４，３２９名、１２４学級で、前年比８

７名の増です。特別支援学級の生徒数が８２名、２１学級で、６

名の増です。 

なお、外国人の在籍者数は、小学校で１９７名であり、前年比

３名の増であり、中学校は８６名、前年と同じであります。 

通級学級は小学校４校で実施しておりますが、在籍者数が７０

名で、前年に比べて７名の増という状況であります。学級数は以

上です。 

 次に、資料４「学校給食の実施について」です。本日机上配布

されていると思いますが、実は、３月１１日の東日本大震災の関

係で、電力供給不足から給食の調理に課題があるということで、

３月２９日に臨時の学校給食会理事会で、計画停電実施中の給食

をどうするかを協議していただきました。 

その結果として、資料下にあります「（１）簡易給食の実施」

として、内容的には、パン、ジャム類、牛乳、デザートを実行す

ることになっておりました。牛乳については、４月７日、８日は

代替品としてジュース類を提供という形でしたが、このことを保

護者の皆さんにも４月５日付でしていましたが、計画停電を原則

実施しないことになりました。そうしたことから、当面、献立表

により各家庭に周知した簡易給食に、新たなメニューを追加して

対応していくことになりました。新たなメニューは学校によって

違いますが、基本的にはスープを追加する方法を取っている状況

でございます。 

また、今後計画停電は原則不実施ですが、夏に向けてどういう
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状況になるかわからないので、こういう形で状況を見るというこ

とになっています。 

次に、資料５「東日本大震災被災児童生徒の受入れ状況等につ

いて」です。今回の大震災の児童・生徒の受入れ状況でございま

す。新聞等でご承知かと思いますが、野外センターに５家族避難

されています。その他に、縁戚等を頼ってこられた方もございま

す。そういった方々のお子さんを受け入れているわけですが、そ

の数が、幼稚園が４名、小学校が１７名、中学が８名、合計２９

名の受け入れをしています。学校は、それぞれ本町、南、北、西、

渋沢、南が丘、鶴巻と小学校はバラバラです。中学も本町、南、

西、渋沢、鶴巻、大根という状況でして、今後増えていく可能性

もあるだろうという状況です。 

 次に、資料６「平成２３年度学校教育関係事業について」です。

秦野市教育委員会教育目標及び平成２３年度基本方針・主要施

策ということで、内容については３月の教育委員会会議でご審議

をいただいているものですので、確認の意味で今回報告として配

布させていただきました。中身の確認を後ほどお願いしたいと思

います。 

７ページには、学校教育関係事業ということで、幼小中一貫教

育の推進の関係、研究推進委託事業や教育研究所調査研究事業、

推進事業、会議・委員会というものが記載された資料が中に入っ

てございます。幼小中一貫教育につきましては、改めてご説明の

時間をとりたいと思います。 

 １９ページをご覧いただけますでしょうか。平成２３年度学校

訪問の実施についての資料がございます。原則として３年に１回

の訪問ということで、「３ 訪問計画」として６月から２月半ば

まで、それぞれ記載のとおり予定しております。これにつきまし

ては、先ほどの行事でも申し上げましたが、ご都合がつきました

ら参加していただければと思っております。 

 裏面の２０ページですが、今年度の教育訪問の予定でございま

す。これも３年に１度という計画でして、５月から２月１５日ま

での予定で記載のとおり教育訪問を実施することになっており

ます。これにつきましても、日程の都合がつく範囲でご参加いた

だければありがたいと思っております。 

 次が、資料７「平成２３年度全国学力・学習状況調査の実施に

ついて」です。３月１８日付で、これは先ほど申し上げましたが、

東北の震災を受けまして、４月１９日に「全国学力・学習状況調

査」を実施予定でありましたが、これを取りやめまして、当面７
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月末日までは実施しないことになったという通知でございます。

９月以降に実施するかどうかも含めまして、今後十分な時間的余

裕を持って決定して通知をしていただけるという、文部科学副大

臣からの文書でございます。これにつきましては、事務当局がよ

く情報収集をしまして、遺漏のないように対応していきたいと思

っております。 

 次に、資料８「平成２３年度秦野市適応指導教室「いずみ」の

運営要領について」でございます。１年間運営要領に基づきまし

て運営を行ってまいりますので、ぜひよろしくご理解をいただき

たいと思います。後ほど詳細のご質問があればお願いしたいと思

います。 

 それから、資料９「広畑ふれあい塾東公民館サテライト教室開

設について」です。広畑ふれあいプラザを拠点にしまして、生き

がいづくりの講座を公設民営という形で行っておりました。ここ

に書いてありますとおり、教える側も学び、教わる側も学ぶとい

う生涯学習の基本的な考え方で、１１年経過しておりますが、年

間７０講座、受講者１，２００名を超えております。 

平成２２年度に、サテライト教室という形式で渋沢公民館で実

施いたしましたが、さらにご要望があるということで、平成２３

年度から新たに東公民館を会場にサテライト教室を開設すると

いうことです。「４ 平成２３年度東公民館サテライト教室の開

設状況」に書いてありますとおり、初心者の着付け、着物生活、

折り紙教室、腹式体操といった講座を実施します。渋沢公民館も

４講座を実施していくということでございます。 

 次が、資料１０「周知の埋蔵文化財包蔵地の変更増補について」

です。資料をご覧いただきますと、最後のページの図面を見てい

ただくと一番わかりやすいかと思います。ジャスコ秦野店、旧た

ばこ産業さんの工場のところですが、黄色いところについては、

従来の当該遺跡の範囲です。今回、この隣のオレンジ色に近い部

分が、増やす範囲であります。これにつきましては、３月３０日

の文化財保護委員会で協議をしていただいて、この区域を変更す

べきというご意見をいただいた上で、最終的に県の方で最終決定

をいただく手続きをとるということです。写真を見ていただく

と、出土した遺物の写真がありますが、こういうものが出てきた

ということで、今後この範囲で開発等が行われた場合は、事業者

の責任で発掘をしていただくという形になります。 

 次が、資料１１「平成２２年度卒園式・卒業式の状況について」

です。表面が、幼稚園・こども園卒園式の実施状況です。私が以
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前教育委員会にいた当時、ステージ上でやるものとフロアを使っ

てやるものと独自の形式が出てまいりました。今回も同様に出て

おりますが、課題という欄にそれぞれの園の検討項目等がござい

ます。こういうものもよく私どもも見まして、教育委員会として

対応できるものは対応していきたいと思っております。小中とそ

れぞれございますので、これもご覧いただければと思います。 

 私の方からは以上でございます。詳細な説明が必要なものは、

担当の課長がおりますので、ご質問等にお答えしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

望月委員長 ありがとうございました。それでは、「教育長報告及び提案」

についてですが、まず、（１）から（５）まで最初にご質問・ご

意見をお願いします。いかがでしょうか。 

加藤委員長職務代理者 資料２の教職員の人事異動についてですが、平成２３年度の人

事異動について２点お聞きしたいと思います。 

 ①の、今回の異動全体数は１１５名、昨年度の１５０名に比べ

３５名少なくなっているとあります。昨年に比べて２割以上少な

くなっているということがありますが、これは去年が多かったの

か今年が少なかったのかということも含めて、何か異動に関して

方針が変更された部分があるのでしょうか。１５０名という分母

に対して２割というのはかなり大きな変更なのかなと思いました

ので、そこに理由があればお聞かせいただきたいです。 

 また、⑤の兼務発令に関して、兼務発令が出ている拠点校指導

員の実際の業務内容、また、兼務して具体的にどのような業務が

なされているのかというイメージがわきにくかったので、詳細を

ご説明いただければと思います。 

教育部参事 ひとつは、退職者が７名減少になったということです。そこも

含めて３５名少なくということで、昨年度は１５０名、今年度は

１１５名ということで、そういう意味では少し規模を落としたと

いうことは、その辺の管理職の退職、異動等も少し加味しながら

職員の分も考えたということもあります。 

加藤委員長職務代理者 あくまでタイミングであって、何か方針が変わって異動数が極

端に減ったということではないわけですね。 

教育部参事 そうです。もう１点の兼務発令についてですが、資料にも書き

ましたとおり、東の小中学校区に今回発令をさせていただきまし

た。教務、児童指導、生徒指導の部分で相互に乗り入れる状況を

まずつくって、互いをまず知るということです。私も今まで２９

年小学校の教員をしており、昨年３０年目で中学校の教頭になり

ました。初めて中学校という中に飛び込むことで、今まで見たり
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聞いていたものと、中に入ってみるのとでは文化というか、校種

が違うことによって異なると感じました。やはりその辺が、一番

難しいと言われている生徒指導、児童指導の部分も、垣根を緩や

かにするという意味合いもあって、自由に行き来するといって

も、それぞれの職場で授業を持ちながら今までと同じことをやる

わけですので、正直厳しい部分もあろうかと思いますが、そこで

もできるだけどう言う風にすればその辺の役割を果たせるのか、

よりよい教育ができるのかということで、教務の教育課程の部分

と児童・生徒指導の部分で研究を進めたいと思っております。 

拠点校指導員については、初任者研修ということで、今回の方

は中学校の方ですが、これ以外の者も初任者研修が担当しており

ます。私もやっておりましたが、教務が担当していることがほと

んどですが、なかなか４月１日から始まる新しい職員に厳しく教

えられない、伝えられない部分があって、やはり拠点校にも専門

にする職員が配置されることによって、手厚く初任者に指導がで

きるようになっております。 

教育指導課長 関連して、幼小中一貫教育の兼務発令について補足いたしま

す。今までの教育委員会会議の中でも、秦野市として小中学校そ

れぞれ全員に近い人間を兼務したいという動きがあったことは、

以前もこの場で紹介があったと思いますが、なかなか県教委との

話し合いの中でうまくいかなかった部分もあります。そのうまく

いかなかったというところが、果たして兼務発令をして実効性と

してはどういう風なものなのか、具体的にはどういう風に動きを

つくるのかが見えにくいということが大きな課題になっておりま

す。今回、中学校２名、小学校２名ですが、実際に小中学校の先

生は２名とも理科の先生ですが、小学校に行って理科の授業をす

ることになります。小学校の教員も算数の免許、数学の免許を持

っている者もおります。やはり、中学校１年生の細かい指導の中

で、個別の指導にあたることも想定しております。本日、東の幼

小中の園校長、担当者が集まって、これからどうしていくかの第

１回の会合を開き、教育指導課の主導のもと参加しております。

その中で、この合計４名がどのように機能するかを話し合ってい

ます。授業をし、また、参事が申し上げましたように、子供を見

つめる機会として有効に生かしていきたいと考えております。 

望月委員長 幼小中一貫教育の中で、東小に児童指導担当と教務の２名、東

中学校にも生徒指導担当と教務の２名ということで、これはたぶ

ん県下でもめずらしいのではないかなと思います。初年度ですか

ら、暗中模索、色々と迷うこともあると思いますが、ぜひ幼小中
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一貫教育の理念がこの中にできるだけ浸透できるように、努力し

ていただければありがたいなと思います。 

今教育の潮流の中で、全国的に見ても幼小中一貫教育の推進が

色々な形で取り組まれているわけです。こういう形が他の地域の

範になることになるとよろしいのではないかなと思います。１年

目は非常に大変だと思いますが、その辺の趣旨を十分生かしなが

ら努力していただきたいと思います。 

他にいかがでしょうか。 

加藤委員長職務代理者 ひとつお願いですが、私の個人的スキルの問題かもしれません

が、資料４と５を机上配布していただきました。最新の状況で配

布をということでされていると思いますが、なかなか配られたそ

の場で読み込んで疑問点を抽出することが叶わない場合もありま

すので、最新のバージョンでなくても、できれば事前配布の中に

含めていただきたいと思います。 

それに関連して、３月の会議で、最終的に議会報告の予算特別

委員会の項目だったと思いますが、速報として机上配布がされた

かと思います。やはり結構量がありましたので、後から見ると疑

問点が見えたりすることもあったので、議会報告に関しても、机

上配布したものは次にまたがっても、その部分だけでもお送りい

ただければなということをお願いいたします。 

 本日の内容についてですが、資料５「東日本大震災被災児童生

徒の受入れ状況等について」です。合計２９名の児童生徒を受け

入れているということですが、その児童生徒に対して、教科書や

文具等の支給に関して、どのような状況になっているのか、問題

点等は出ていないのかということをお聞かせ願います。 

学校教育課長 まず教科書につきましては、文部科学省から通知が入りまし

て、被災されて避難されている児童生徒を受け入れた場合につい

ては、他の事情と同じように無償給付となっております。皆さん

ほとんどの方が、４月４日の開始から各小中学校にいらっしゃい

ますので、対応をしている状況です。それ以外の部分につきまし

ては、早急の対策という部分では出来ていない部分もありますし、

学校ごとで、例えばPTAさん等にご協力をいただいて、リサイク

ルで使っていたような綺麗にした制服を提供いただいているとこ

ろもありますし、文具についても援助をしていただいているとこ

ろもございます。こちらとしましても、ほとんどの方が着の身着

のままで秦野に避難していらっしゃるということで、就学援助費

の問題が出てまいります。こちらについても、柔軟な対応ができ

るようにということで、今できるだけお出しできるようにと検討
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しているところであります。 

加藤委員長職務代理者 伝え聞いた話ですが、文具等の教科書以外の問題で、単Pの方

で色々それぞれに動かれているところだそうですが、そういうこ

とが教育委員会の方ではあまり突出してやらないでくれという

話を受けたという声が聞かれました。そこで、足並み揃えてやっ

てもらわないと、ということはなくて、それぞれが単独で動いて

いる状況にあるということですか。 

学校教育課長 PTA の活動については、それぞれの PTA さんの方で動いていた

だいているような形です 

教育指導課長 関連したものとして、ひとつこういう事例がございました。北

小学校の方で、PTA さんが中心になって卒業生からランドセルの

活用についての声があがりました。合計９つのランドセルが被災

家族に役立ててほしいという気持ちで学校に届けられ、それをど

うするかということで相談がありました。被災地に送るという方

法もございますが、被災地からこちらに向かった子供たちがもし

ランドセルが必要だったらお貸しするということもあるという

ことで、北小学校で保管をし、教頭会や校長会を通じて、北小学

校にはPTAのご協力で今これだけランドセルがあるので、もし困

った場合は連絡をしてくださいという形で情報を流しています。

あわせて教育指導課にもそのような相談がありますので、そうい

う対応を共にしていきましょうという事例がありましたので、学

校教育課と教育指導課で連携して動いています。 

望月委員長 関連してですが、被災地の教育委員会から神奈川県内の教育委

員会にたまたま知り合いがいたということで、ノートやピアニカ

を送ってほしいという要請を受けた市町村もあると聞いており

ます。本市の場合はいかがでしょうか。特段今のところはないの

でしょうか。 

学校教育課長 現在のところ、そのような事例はございません。 

望月委員長 他にいかがでしょうか 

髙槗委員 資料４「学校給食の実施について」確認をさせていただきます。

東電からは、計画停電は原則不実施となりましたよね。それで、

簡易給食プラス新たなメニューということですが、ふと考えると

５月、６月位は計画停電は実施しないのだから、従来の給食の体

制に戻っても良いのではないかと思います。当初は色々厳しい状

況なので、痛みを分かち合うという意味で、正規の給食が出なく

てこういう感じだよということもあると思いますが、ある程度の

期間を経た時に、簡易給食プラス何かだと、結局米飯給食がなく

なるということでしょうか。 
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学校教育課長 当初の簡易給食の実施につきましては、３月末に学校給食会と

主に協議してまいりました。この時点では、東京電力や報道等か

ら、おおむね４月一杯位は計画停電が実施されるのではないかと

いうことでした。 

献立につきましては、毎月作成しております。また、食材につ

きましても前月中に発注いたしております。その関係もございま

して、４月中の簡易給食と普通給食、すなわち停電しない場合は

通常行っている給食との併用実施という形で考えました。 

今回、４月８日に計画停電を実施しないという報道がございま

した。メニューの変更となりますと発注の変更を伴いますので、

できるだけ食材を追加発注という形で調整できるようにというこ

とで、今回簡易給食に新たなメニューを追加するという対応にさ

せていただいております。また、５月以降につきましては、元々

戻るだろうということで通常給食で実施を考えておりましたの

で、それ以降については、また夏場に計画停電があるかもしれな

いという報道もありますので、その都度の対応になってしまいま

すが、改めて簡易給食等を実施する場合は通知させていただきま

すということで、保護者の方にはお知らせしております。 

髙槗委員 小学校１年生にとっては初めての学校給食で期待している面

もあると思います。家庭の皆様からも、これで大丈夫なのかと指

摘されることがないように、メニューに色々工夫を凝らして給食

を出していただけたらありがたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

望月委員長 他にはいかがでしょうか。 

髙槗委員 要望なのですが、よろしいでしょうか。 

資料３の一番最後「平成２３年度園児及び学級数について」の

表を見ての感想です。いつも公立幼稚園の園児数の減少が問題と

なっております。見た感じ、就園率が、例えば一番下のつるまき

だい幼稚園だと２７．７パーセント、２７．１パーセントで、就

園率で見るととても低いですが、クラスとして見ますと、１クラ

ス３６名という規模です。園舎が空いているという状況があるに

しても、幼稚園４、５歳児が共に１クラス３６名だとかなり大変

な状況があると思います。これから色々と再配置計画など何か統

合問題が起こり、幼稚園に関しても料金的な面でも検討されると

思いますが、１クラスあたりの園児数についても一度目をかけて

いただいて、そこのところの配慮もよろしくお願いしたいと思い

ます。 

教育総務課長 １クラス３６名ということで掲載されていますが、実はここに

 10



は統合園児も入ってございますので、１クラスの上限は３５名で

ございます。つるまきだい幼稚園については、ちょうど３５名と

３４名で、１クラスずつとなってございます。これが統合園児を

除いて３６名になれば、２クラス体制でやっていきたいと思って

おります。 

望月委員長 よろしいでしょうか。それでは、（６）から（１１）に移りた

いと思います。何かご質問はありますでしょうか。 

加藤委員長職務代理者 資料９「広畑ふれあい塾東公民館サテライト教室開設につい

て」です。４番目に書かれている受講生は、今年度４月からの応

募人数ということでよろしいでしょうか。 

生涯学習課長 この人数は確定の数字でございまして、今年度はこの生徒数で

実施していくということでございます。 

加藤委員長職務代理者 昼間か夜か開催時間はわかりませんが、公民館の方は使用制限

等なく予定通り市民の使用が可能で、これらを全部開催される予

定でいらっしゃいますか。 

生涯学習課長 利用の関係につきましては、通常であれば２２時までという形

でやってまいりましたが、震災の関係もございまして、その後は

１７時までという形で利用制限をさせていただいております。 

望月委員長 他にいかがでしょうか。ないようですので、次に協議事項に入

りますが、「協議事項（２）平成２３年度秦野市教科用図書採択

検討委員会について」は非公開情報が含まれていますので、秘密

会での協議としてよろしいでしょうか。 

 ―異議なし― 

望月委員長 よって、「協議事項（２）平成２３年度秦野市教科用図書採択

検討委員会について」は秘密会で審議といたします。 

それでは、「協議事項（１）平成２３年度義務教育諸学校使用

教科用図書採択方針について」ご説明をお願いいたします。 

教育指導課長 「平成２４年度に秦野市立小学校及び中学校で使用する教科

用図書の採択方針（案）」につきましては、毎年教育委員会会議

で５月の定例会議の中で採択方針を議案として審議を行っていた

だき、決定していただいている経過がございます。ただし、事案

として協議を行う場合については、事前に協議事項として、でき

れば毎月テーマを出して、ある程度の協議を行った後に議事とし

て取り扱う形で行っているところであります。今年度につきまし

ては、採択方針の案という形をとっておりますが、これは弾力的

な案としてご承知おきください。協議事項として提出させていた

だきました。 

次ページには、「平成２３年度義務教育諸学校使用教科用図書
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採択方針」がございます。教科用図書の場合は、次の年度、これ

は平成２３年度に使う義務教育諸学校使用教科用図書の採択方

針という意味でございますので、昨年度の神奈川県から送られて

きた採択方針を再考の資料としてここに載せたものでございま

す。この採択方針の今年度のものについては、現在県の教科用図

書選定審議会の審議、あるいは神奈川県の教育委員会会議の審議

を行っている最中でございますので、それを経た後、４月末日か

ら５月上旬に市に通知されます。本日は、昨年度の採択方針をお

示ししながら、こういう形のものが次回教育委員会会議までに市

に送られると捉えていただければ幸いに存じます。 

 県の採択方針ですが、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置

に関する法律という教科書採択に関わる法律の第１０条に、県教

委が市の採択に関する事務について適切な指導または助言、援助

を行わなければなないというところに基づいております。つま

り、県はこのような採択方針を持つので、これに基づきながら市

において採択方針を決定しなさいという位置づけでございます。

特に、次の２ページに「２ 教科用図書採択基準」があり、この

採択基準は３項目あります。１つ目は、文科省や県教委の資料を

踏まえながら、学習指導要領に基づいて調査研究して採択する。

２つ目として、採択権限を有する者の責任において、公明・適正

を期し、採択する。３つ目として、学校、児童・生徒、地域等の

特性を考慮して採択する。この３つが県から示される基準でござ

います。この基準を元にしながら、例年市の採択方針を明文化し、

議事として出し、それに基づきながら今後教科用採択の事務が執

り行われるという流れになります。 

ちなみに３ページ以降は、採択の方法や、こういうことについ

て教科用図書を選定する視点として持って欲しいことが書いて

あります。 

 さて、戻りまして１ページの「平成２４年度に秦野市立小学校

及び中学校で使用する教科用図書の採択方針（案）」をご覧くだ

さい。 

例年秦野市では、県の採択基準を基にしながら、ここ数年間は

４つの項目を採択方針にしております。１つ目は、採択権限を有

する者の責任において、公明・適正を期し、採択する。というこ

とで、県の表現とほぼ同じでございます。２つ目は、文部科学省

の「教科書編集趣意書」、神奈川県教育委員会の「調査研究の結

果」等を踏まえ、学習指導要領に基づいて調査研究し、採択する。

ということで、これも県と同じでございます。３つ目は、学校及
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び児童・生徒、地域等の特性を考慮して採択する。ということで、

これも県とほぼ同じでございます。しかし、県にはなくて秦野市

で定めているものが４つ目でございます。これは、小学校及び中

学校の特別支援学級で使用する教科用図書については、学習指導

要領に定められた各教科の目標や児童・生徒の障害の程度や発

達の状態等に応じ、適切なものを採択する。というものです。こ

れは、いわゆる学校教育法の附則９条文である、その子供の特性

に応じて教科書を別途採択することができる。障害のある子供の

特性において別途採択できることを示しているものです。県の採

択方針で言うなら、児童・生徒の特性を考慮して採択するという

一文であるとも言えます。ただし、市においては、一人ひとりの

障害のある児童・生徒、附則９条文の申請があった場合は、教育

委員会が責任を持ってその子供の実態を確認し、親御さんの意向

を確認する中で採択に向けた手続きをするという手続きを踏み

ますので、４番目として独立して掲げているものであると私自身

は認識しております。 

今回の協議事項におきましては、このような形で来月の教育委

員会会議の議事として採択方針を出させていただきますので、そ

の前段階として流れの確認をお願いしたいと思いますと共に、何

かしらご意見がありましたらいただきたいと思います。以上で

す。 

望月委員長 ありがとうございました。それでは、採択方針につきまして４

項目ありますが、ご質問、ご意見があればお願いします。 

４番ですが、特別支援学級への対応として１項目をきちんと設

けたということは、非常に適切ではないかと思います。秦野市は

ご案内のように、非常に就学指導委員会にかかる児童・生徒も他

の市町村に比べて相当な倍率だと思いますが、その中でこういう

ことをしっかり持っているということは結構だろうと思います。

趣旨に沿ったものではないかなと思います。 

 県の方針に基づいて進めていくわけですが、よろしいでしょう

か。 

それでは、次にその他の案件ですが、何かございますか。 

教育総務課長 本日机上に配布させていただきました「東日本大震災に係る内

閣総務大臣及び文部科学大臣からのメッセージについて」です。

４月６日に、文部科学省から県の教育委員会及び県知事等にメ

ッセージの通知がございました。その写しが市の教育委員会にも

届きました。 

内容的には、内閣総理大臣及び文部科学大臣から、全国の児
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童・生徒、また教職員をはじめとする学校関係者へのメッセージ

となっております。本市の各幼稚園、小学校、中学校へ送付させ

ていただき、周知の依頼をしてございます。参考ということで配

布をさせていただきました。後ほどお目通しをお願いしたいと思

います。 

望月委員長 今、義援金を色々な団体が色々な形でやっていますが、各学校

はそれぞれ生徒がやっていると思いますが、市全体や教育委員会

としての動きはどうなっているのでしょうか。東北の被災者の義

援金を色々な形でやっていますが、市の方で特別な形でやられて

いるのでしょうか。 

教育総務課長 秦野市としては、それぞれの自治会や福祉関係の団体といった

ところで行っている部分はございます。 

内田教育長 各公共施設に募金箱が設置してあります。また、支援の持ち込

みの分と合わせて、既に１，６００万円位義援金が集まっていま

す。これは被災地へ送るということでやっておりますが、それ以

外に教育総務課長が申し上げたように、自治会や各種団体の皆さ

んもやっておられまして、それは日赤にそのまま寄付という形で

動いています。 

望月委員長 その他いかがでしょうか。それでは、ただ今から秘密会といた

しますので、関係者以外の退席を求めます。〔午後２時４０分〕

  〔削除〕 

望月委員長 以上で、４月定例教育委員会会議、秘密会を終了いたします。

   〔秘密会午後３時００分終了〕
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